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インヲーネットょの名誉滋損行為における真実性の言葉信

東以前故平口1J.:ZIJ，j-.l月初7己主:Jιた t子成201t.-，¥う j 節目67号私営t;1m被告事件)
*IJ布タイムン~'l:j00号り]頁

オ本i吋主主法21条刑法230条、おり条cワ2、

i事実の概要l

被官人'-.;.、 IJ主平叡祭会 と耳目する巨与の?、ー ζべ

ンにおいて、 ノランチャイ丈事来十吉む乙111t士が:1本丁原半といわば実在1:1(;な

f{，.:関係にあり、ブラユサ.l;./スナ卜実行5F資金が1IノドfI財宝[こ流メしみtJ'ij'j主に

主主〆註主，(J ;車平

なってし Aるという意味で、 i寸引が11平 7足早ク)ワロント両業りようになってし ι

￡という内自の言:~i干や J局設し、 rJjヌ!の名口令技指したり

被i11人の発下が公共(7)fI1"g;。河するもので、公革命l刈る日出Jでなされたもの

ごあるい'，'うことはにH尽きれFが、被告ヘグ】発言の兵1:'1は沼町7されなか"た

ため、お i審 t東京地↑';IJ-~F;-:&:20年:: H 29日 '['IJ例時 :'-~2べ市号ょ~;U:O では、被

FT人が責，*'1午会TRKLたこと iこ +~i '-与の即 111 があったかず「かが問~kJ，となッた こ

の内起に J き信 審は、事'大の公共性シ公益口白川、認められる}きには、「事

:たが民った寸去ること円足早:がぞきな企てた場合であ 3ても、行為11がそ乃苧交

を 4実とあると 3??忙し、 t~J:恒した F とについ u 暗号宅な資料、机秘に沼九〆千七

三~な理 1:1があるときは、 5~~Þo)ä:~- カなく、:7:脊iサ出 (f)持は I&_Ú_ しない」とす

る段元裁IIF，fc，jlJt:='-G J-:f 25:::1爪失23-~さ 7 号)75頁の判例を引用レつつ、被告へが

依拠した資料の巾lこは「也芝の疑わしいものや、 占的なi土防力、円なされたも

LiJ:Gl :j・:218)213[::;23 



刑中判例研究

のが相当数合まれ亡いる」として、「被告人が本件ぷ現行為におい亡拍示した

事実が史実であると誤信したことについて、任実な資料、根拠に昭らして相当

な理由があったとはみられ「、従来の1主宰によった局合には、故意がないとし

て証罪となることもない」と判示した。

しかし、第 1審は「インターネ y ト卜の衣現11為について従来の志準をその

まま適崩すべきかどうかは、改めて検討を史1る」とした上で、以卜の基準を

た立したっ

前ーには、「イ〆ターネットの利用缶は相 I1に情恨の発交信に閑して九l等の

地i止に立ち百論を応酬 し合える」ので、「名誉~H~.的表現に刻して被害者に怖

に反品を期待することはもちろん相当とはいえないものの、被't者が自らi生ん

で加害者からの名誉l'!t t~.的表現を誘発 f る情報をインターネァト上で先に光信

したとか、 J川会者。)1'itHI立Ji1的表JJiがなされた前後の経緯にI間らして、加会者

の当該支現に対する被害者による情報光信を期fSしてもおかしくないというよ

うな特段の事情があるときには、被害者による反論を要求しても小当とはいえ

ないと忠われる c そして、このような特段の事情が認められるときには、被宥

者がd士際に反論したかどうかは問わずに、そのような反論の叫能性があること

をもって加宵者のt，者投似罪の成止を妨げる前祝状況とすることが許される」

というものである。

そして弟ーに、 1i同人干1)肘苔がインタ ネソト上で元信した情1"Ao)信頼引は

一政的に低いものと受けとめられていると思われる」ため、「卜述Lたインター

ネットの特性に加え、インターネッ l上の発信情恨の信頼性に九けるこのよう

な一般的な受け取られ方にもかんがみると、加害者が主として公訴を図る円的

のもと、 『公共の利古に関する事実』についてインターネットを便ってt，誉段
t"的表現に及んだ場合には、加害者が確実な資料、根拠にたづいてその事実が
真実と誤告して発信したと認められなければ由:tJに同人を名tf!，!J.tln却に問J援す
るという解釈を採ることは相当ではなく、加害者が、摘不Lたポ'kが曳'kでな

いことを知りながら発信したか、あるいは、インタ ネットの個人利用者に対

して桜求される水準を満たす調芥をわわず貞実かどうか確かめないごな信Lた

といえるときにはじめて同咋に問擬するの均す相当と#える」というものも挙げ

られているつ

↓1トを前提に、第I審は「被告人はイ〆ター不ツトで情報を発む lする際に、

何人利用首に刈して'&求される本準を満たす調査を行った上、本f!1表現行為に

北iHJ(1. 217) 217 r3241 



判例研究

おい亡者4示した事実がいずオLも真実であると誤fii-L-Cこれらを発むlしたものと

認められ、結局、被山人が摘不した事実が史実でないことを知りながら花信し

たとも、 ト記の調官をせF真実かどうか確かめないご発{ij したともみることは

できない」として被iIl人に燕罪を芹い仮した。これに刻して検察宵が控訴したc

[判旨l

}班長向判 Lト告)"*京市裁は次の 点を恨拠として、名誉主主損埠の成立を

認、め、被(11人に罰金30万円の有罪判渋を fしたっ

第 に、被害者の)メ論可能仲に関して「インターネァト上のすべての情報を

知ることはおよそ小UJ能であって、自己の名をを段損する内容の表JJiが存也;す

ることを知らない被害者に刻しては、 lぇ論をまZ求「ること 11休そもそも不可能

である。また、反日前uJ能な被合者においても、現実に反治をするまではt，をを

投損する内科の表現がインターネ yト上に放出された状態が続くことになる〉

加えて、被害者が反論を守るに際しては、反論を加える対集となる去現をMら

かの JIjで示すことが必'~-と考えられるところ、このことは、被官省のr，嵩 をEt

j員する内容の去現の存在を知|りない第三者に対しそのような末現が存也するこ

と山ら公表して知らしめることを}北求するのに等しい そのため、被有省の中

には、更なる牡会的許倒的低下を恐れてやむなく反論を井L控える者がヰじる

こともありj耳ると層、われる」。

第一に、インターネットトの情報の信頼性に関して「インターネソトトで個

人利胤者が発信する情恨だからといって、ピ、ずしも信頼性が低いとは限らない

のであるつもとより、インターネ yト卜の情報を閲覧するTIとしても、桝人手リ

肘長の発信する↑古""は一律に信頼性が低いという問抗で閲覧するわけではな

いi また、全休的には信頼性が低いもの受け止められる情報εあっても、それ

を閲覧する者としては、全く根もftもない↑百十院であると認識するとは限らない

のであり、むしろその情報の中にもf:~分かの曳実が含まれているのではないか

と苓えるのが通常であろう c このような情械によって名営がイ、当にE討円される

危険件は、原判決が想定している T信頼件が低LミものとはそけI1めC)iしごいな

い情報1における名を投拘の場介と何ら黙なるものではなし、Jo

以上を前提として、「結局のところ、例人利用者によるインターネ yト上で

のボ現行為について名古技指以の成否に関する独自の荒準をkずし、これにた

つき秒、山人に宇-11昔政相罪はTY.iLしないとした原判決は、刑法231J条の 2第1項

r3201 北法61U'216)2Hi



刑中判例研究

の解釈・適用を誤ったものと ζわざるをfせない」と結論付けた。

I評釈1
1 本什事案では、インターネソト上のy，岩段f日行為にんける事実証明。〉特例

(升lJil、おり条の 2)の適用に閑Lて従来と同様のJt準を当てはめるべきか、そ

れとも独白的基準が必出:とされるか台かが間制となっている。

第 1審は、インタ ネソトの特性ゆえに、インターネジト卜の名誉段損の被

古者は当該表引のず子守を認識してインターネットを現実的に使尉寸ることが可

能であればjぇ論が可能であり、「特段のポ情」のあるときは被害者に以論を世

求しても不当ではないため、そのような反必のUJ能性が存在すれば名を22杭却

の成立は妨げられると肝している。これに対しご第 2審は、第 1輔が指摘する

ようなイシターネット|のつ品における被会者の反品。)UJ能性とその有効性は

フィクションであるとしている口

また、第 i審がインタ ネット hの情報による名て了投慣の危険性を他の情報

にiしして波小化した上で相当ド|基準を緩めているのに対して、第 2:?昨はイン

ターネァトトの情報であっても他人の名古を投J員「る危険性は変わらないとし

ているの

市 l審判決は、各さ投j員リドで起訴された被告人に対して冊以判決を戸い渡し

た初めてのものであるという丙でまず注目きれるが、イ/ターネットの特性に

1itづいて刑IIi1、2:引)条の 2に問 J一る新たな恋準を設けているという点で興味深い

ものである。イ〆ターネソト上における-;;論は、その附i〆， ttゆえにすI:~吾9!(十日行

為につながりやすく、 インターネ yト卜における名誉投舗が社会問題となって

いる昨今、-;=r論がイシターγ、ット上で行われたことがれ面91tr1罪の日立併にどの

ような影響をもたら「のかということについて考察ずる必些があると巴われ

る。

もっとも上述のように、第 2帯は事実的な間内から第 11訴を判定するに留

まっており、発媒体と本リド0)成否。〉問題についての判断を行っていない。 し

たがって本評釈では、第1審が名誉E足掛罪の成立についてどの上うなまZ件僻釈

を行っているのかをうf析しつつ、 OJi度合者が反論日I能性をtJしていることは名

誉段以罪の h~止を妨げる'~-凶とな i) 得るのか千円、かJ被古者の反論可能 1'1 とイン

ターネァトトの情報のい頼性が低いことを理出に、真実性の誤fi;;についとの相

当刊の基準を緩和「ることが安当地、台かについて検"す「ることと tるp なお、

北it61(1. 215) 21;5 13261 



判例研究

本件では第 l審カ刻、律構成におい亡新しい半IJ不を L-Cおり、 2審がそれを事実

の側府iから術定するという形を取っているため、本評釈では第 1併を中心的に

取りトげることとずる

2 第1審は、インター不 yト卜の名誉投領的衣現に対「る以論可能性がある

ことと、インターネット上の情恨の信頼性が低〈受け11められていることを根

拠と L亡、 真実性に誤f口があったときの免責の主主準を緩和している， *IJ)(を

読した限りでは、このわJ示がれ面91t日開をDl':げさせる攻作のいずれについて判

断したものであるのかということは定かではないが、第1審の事iLとには「名誉

段担当ドはいわゆる抽象的危険犯と解されるから、いったん表現された~ll は、

それが以論の行易なインターネットむなされたものであるからといって、 liiJ罪

の構成要件該当性を否定することはできない」とし寸品述がある。「構成要件

該当件を什定できなし通」ということは、言論が!ぇ論可能なインターネ yト上で

なされたという 呪を似て直ちにμJ荊性を否定するという論理ではないという

ことがわかるr こうした理解は、第 1't(がイ〆ターネット上の言論における反

論UJ能性(以下、これを「以誌の反論UJ能性」という)を 般論として提示し

ていながらも、インタ ネット上の言論であれば紫条刊に犯罪成立が妨げられ

るのではなく、被害者に反論を要求してもよい「特段の事1百JW下、これを「狭

義の反論可能性」という)がある場合に|浪って犯罪成止が妨げられるけJ枕制、況

となるとの判断をしていることとも坐合性を有守るベ

つまり前 l存は、広哀の反論可能性の段附では犯罪を阻却するには足りず、

ぞれが狭義の以前可能性のレベルにまで布められることによって犯罪阻却の可

能性が![じるということを述べていると与えられるが、それは刑法理論上どの

ように位慣づけられているのだろうかじまた、第1審はインターネソトの特性

に加え、インタ ネソ卜!の情械の信頼性が低〈是け止められていることを埋

111に名誉投損罪における事実証明の基準を緩和LTいるが、その判断は妥当な

ものだろうか。

3 お に、 {X~ 1審の判示について、被告者の反論υJ能性は1;と投拘t)rO)成す

を妨げる}ιJ凶となり得るのかということが問題となる

(1) 反論叫能とされるインターネット卜の発戸については、念口、学的領域では

「対抗言論」という考え厄が存存する刈jJt言論」とは、言論の軒、古に刈し

r3271 北法61(1'214)214
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てはきらな」J 己諸で対tお寸 42 の jJ~' 'lZ 二i であゐ r の考えに主主 J 主、「相当者ーは

対托百論によ〔て :(1誉心〉日復を日当ればよいのであって、それが可能なら荻判Ijl引

が介入 jる必要はないと寸る現苅ずあるつこの五誌にぷ川三!立、|州当工i苦が対

こt;;な打論 rJ;~ 芯千-{Lており 渋ムJ 長に反論;;;~ !(.<~>:にしても不公'!": (土口えな v、事

情があふ J括合 l;土保斉 fí~三以論コ[おいを右していたとされるやめ、名古投j民的

支羽:こは違反性がないとさ"る j

(2) こjしにiF¥らすならば、被害-r-(])Jえね可能itじ隠する弟 1審の討す珂は l対行}

「→-if.主 ("~ tK1!唱してるょっ(.，?叫スる泊‘'l.j，百六五主j の論理を可IJito)解釈導

入「ることはをとiで£λ ろかη 「士jj;'[口論 :ユ、百論によ Jて設相された名誉

{Z7T訓によって凹謀長が"J椋であるから、そのよう士場?に::;;'1家がつづにするι、空与

はとといという l阜王山会甚:鮮としプいる三したがコしこのl虫剤に計えば名世間

主主 w;' ì'Jl';'Íの古ることが告とg~m~}i-\ O) j攻守を阿保する要作λ:") 得ると併するこシ

につなが ρ、このこ〆と名誉政1M~の民L\芸匂則との整会浮か問題と品、ると芳え

らオしるハ

タI普段{W，罪の既遂l余朋について、半I?ilj・i西;k円よれ替安侵干ぞする危険引が生

じた段階をffit;"fl手間とする危険犯説:":ウっとし 1 るが、被王者の:{jきが返完:， ~~L\

卜ーた時r'-:'にど~[)茎 lセなるとずる綬下町 lE;}ょも{チ産する J ンア ネノトょのタ!

て」投絹叫が同町;となった PJliê は本件以詩!こも定数出1 し 3 るが、話会役軍のI~七送

"依ぶJfl fンタ ネソ?しの:f:7干段mと大政グ〕当Lヰl 内紛主L土:・訟井z主Ed
f配j 下インタ ネ J トと7t:(第九 l以Jι-l9---60n 有吉院 2004年j、安永11

IIP' イ/ヤーネッ;、 l でのキイム1~5 .フラ f パンー侵~か t， O)iJ、町j保設の~k，'JJ、 c ム勺

;;わ人雑誌dI l:-l:-l-0!1・5り lワ(JOf!t;':) ;:;郎 5的頁、高ノド月三犬， "ンタ ィ、，

上のう〆f告白HGとプライハ〆い似てiJ忘年のひろば町長 d号;ワ〔ゆワノ1--)35 tr 
三 J，;5松村L2:.イ/タ ネノトとぷ坊の己主[j，ジユノストlluうま、1997T】山真C

:.; )(刊日[i干113・2 • 28 Jf1]集 17 11; 141 貝、沼田 Vl!-I~':_ IFTfλ去各論(第，1ゆえ補 lt牧) (弘

文堂・ S():)9午 lU6頁、松昌孝可j~}::J;，人昔;河;苦手c 第ソ ~R 1 成主堂・ 2:X;~j_f下j

i 必百、)，1久仁"~Ij法WI;~μ 各論(第 3，~;D円桁~:Ii) JJ (臼立羽田つ川5年11:15頁、

大特質 IJマ';1云戸#4t1写山7f新版，x:;::;版;11 (町立文台 2009年)Li;)九
， ikf;'仁志名古とブvイヴ yシーに対する持」芝 i只n爾.jJm いitと三・ ~n'慨

す可同 ~IIL'こ辻再刑法理論の現代的展開 各論 (: 1本正論行 1 ~)f)í;il::) ()口氏、

山tj:f')( I::q J'Jf-I;~!、件論 (言'5:)，~fì.! i古十ト書1完伊川戸大j222頁、 平JII;j-:{j 叩IJ~)、

各誌巴 L有-!xn待i・ID95年)?つ7貝、曽祝日足並刑法各誌 l第パ版)dI f3.二ζコ白川J08
/r:=' ')町内ぃ

~Lì:j、 ('::1 U '~l2) 213 1)2[11 



判所:u肝ヲぃ

11守男れっし，-( インタ 不ソ上卜の乙11t〉それ以外の口論で:;fglJ-j-る二に ;:tL 

ていない-;>タ ネプト」の百論もそれロタ!の保f本を禾:1岩した百訟も、場

合によりては悩八円名ひか1生損する危険性を!μ 授に有し、いる以二インタ

ネノ " 1:ηノ乃)";='

:は三ない乙考えられるため、 rンク イ不、/:' ， cJ必~~け7 る名誉皇致z~損員のE恥L比;遂“ J 則 l つい

ても従来の T~~E7戸当じままるだろ入 c

王ず危険1r:，~~， ~士、 i，，:~':'ドを抽象:力危険1日とあると寸る h のである 計I1象的危明

5~ は、 幌町 郊~j':JI.'."叫てれ甘が悦古される危険があるこし L う 2母子f と、危険

グ〉擬制がれわれ ω馬台と h じ::Ud されるが(\危険5[~ ~~~:土木罪を詰i計であるとよ布

砕するハすなわ人、名fすが実際 lこ段照されたか斉かという F とを副明する山"~

11':鮒であり、 をわ争法下;出土品て証明!ょうとするごと!よぺて枝子与計グ〉プフ/

yγ ン を侵合することを回返すへきであるという訟言〉コ主的な埋悶;基っき、

行為者が「公然と事実を摘ホした J こムにょっと名誉孜子見のがJ険が擬 ~II さ J しる

と併するこ 方、侵害jl_~説;立本"ドが 1f工芸した J という丈 1を1吏泊してし、るご

とを根拠こして すi 誉が侵~'.，~れた段階を Y王遂|寺正月ーにあるこ明fl ている

しかし、日吉;出立を11'<';，場合1，，-~土、むさ投J員 :j i-~.の理論片 「対tf~ 己論」の京

nt; ;t n1ü .l!...イ、 "1 誌であ ο と考えられるつ十毛声 íl~~はは名誉が実|需に綬声された時c，'

;c I~r，;:五時開j としといるため、その後に被害者が住むを凶復すべく反論 Lた結果

名字t日浅に!&二方 lたとしーとも、またはれ守政知的表現の泣に被合伍の反論可能

性が』をされてし、j-(l，... 1__ -:も犯罪広立にほ何らの医科Jも及ぼさなU、からゲ:}，':()、

心、庁険1r_::~)~，を採った場とと;こは検討の余 J:)，がある 社主的危険犯につい1、

:'j、主トに J}:~íときれた íJ為が1JわJ，!た時には以別としご犯叫が戎すするが、正体

日V な町j支の事情がイ打た t~(/) I:.~. 当議;巳識が発J しなかっ Jと認められる場介

:，，-~ ¥対正象的危険の存在(1-e.iilーされ、 d[2#(土成立Lないと fる見続が存在するか

らであるハこの悶併に社lんしたJ~{人 rI~'3 .-th~ ~ ;-j実 Jえの fヌ訓 I，~間性 i を ti し

こいたことが r-'，守段。)71↑九:こ該当するか{iか、1#，百三 j:しE名手主改針。〉危険が

'}.、I:ki'，よ1;tll'Hc'd 6・4 • ''FJ両市j集l三巻2り1eJ、市lけ地fll'1' b記14・II 立公干'1

2年末夜、;~ (LEX/DB丈1，，1;台!s!<28(正';J10ti、相帯山地平:1平攻15・2. 1/1公刊!j年未

な栽 (1.1-:¥/1)日え献を号ιSU8;:):.1:問、米京地宇iJ千 bxl日-11-17公 (=;J物 J、な栽

(LEXiD3丈自kl7-i;号'?S105:::6，::)

" r可弓典7.rrJγリμ、総討す"、λ"ミ(200{)年ノ初日 J

11と「危険犯の刊究」言主主太平山似合 (lfJ82年/乙う3fL

[::;29 LiJ:G1 :j・:212)212



制出判例州叱

発't，Lなか，/-，"":1祈9;:.こ，t_7~fwj 巴か15か L山、うこ，t_ 7~f払l~Eにな ω 。

このι子高iの論Jまは牧誉政担罪につし、ては百/i~-cいないが、偽証罪(町民 16:)

ヲミ)と以火以 υliJiHUS矢、 lu9条1J比につい ci国象的危険の不イ了イIが認めら

れる場伝子検討しv口、る i初日rの保~[iJ:~まは溜 h な本刊と Yた i主 ItJ であり、 I 主

偽の陳述を Lた 場合を処訟の対象〉だめている 「特段の字情 のた約に誤

刊の祉象的危険が認められない場台につい L、の論者は IfJl; i主的内7tが当点

字i↓との聞の問JJs':'宇や欠くことなどによっ1、了1-)ミfEノ巳lここ二Jて工止要件1;-'欠く

ものでヰノることがtUヰムかである 1 き」を ~~(-y、偽証~i\O;;茂"ふれ返する仁ま

と技火罪は条ょに提定された';;♀休を焼'"よるニ)-こよ}て~二JH 身休4:Lへの

t日象恥市Jむか公'1-， ξ とさιているか、 109条i岐にて二:~-¥亡、調|背;こ什火ヲる

坊は(i:lJもなし ギJ誌の一軒出家を焼損!と渇{t(:"~土引 fWJI守危険!主治生しな ν 、とし

て 1白押し弘、'1:~否定すると v 斗こじがミご張されている“

抽象っ氏険Jn~土、法誌を :Lj~~免 l さりす)1; ぬの知 "1 を規定 L ご処罰すやもので

あるため、JI!.出目立 .1を再定する l特段のf，ι守J ~土危ぬ1在中をおよそん :lJ 帝にす

る程度のものでな 1.J-I'IばならなL だろ 1 このことiょ、前一主的誌省が I特「之内

手作lJ，" L ふ偽祉~!i-\(こおいごは誤判の'J能性を !な火与じいf二いては八円行令

骨付二・:マj羽にtJずゐ (iJ険ヲ己主の弓[怒十lを台主すιようなものを竿げていιこと

から I町らかでよ〉る。'たがη て、名ぢ投J~リ止につ ν 、ても、 l 特段の 7叶百 lこiz

社允杓釘↑而が伏 iするJ山象的危険をや定する程fえのものがぷめられる 3 め、本

*lJiJ!:で問題エな》ト 狭義の ;j~出口1" ↑t ，がてれに了長当 fるか否かが同意 F な

ノ、。

二の「狭義円以論可法性 について、 tf51審(よ被害背に以前を要ぷしても不

奇とはい止ない場介(...':(土被 ^g--~ I:.~- 反論可能性があるかめ、犯罪成げや仰げる :J'I

j~状:見 ζ な iì1与ると fF- ~て v 冶ゐ υ しかし、名誉侵害の性象的危険ずら発生 Fる

"J能斗ーか古いといっ状況を恕;:Jv ごみるならば、快士省刀か、反品抗2σ円)マ穿子主砧7占;なJ持訪に2おゴ

かjれL工い，るうF粍"'忠主 Cはヌ京tパなの Cはな

険が手発主 1しvイCv'ないピ1担ドd附される0の)!ぱ包主t、被さ者がJJu'，:s:者の発-;=;"¥' -~ j，;J Lて宗底打争

以主主し、それがiノりを叫しょ:場合に限定されるレ考えよ、μ る"また、第 1l'持ね

バーヨ .rt:r持(♂7)幻自頁ー

・H，;才品 .. ヲ) ?'.39.-~~>H)貝ハ

"民事と JJil t のと丸 lヲの~今::;世慌について、 ある 1、辻氏1川南方の名谷汲m:ニ

~Lì:j、 (.::lU'~ll)21 13出|



判所:u肝ヲぃ

被当者ぃ反論を要求Lごも〆i、当ではない場合どして「被害者が向進んで誌で

見të的表現をi告発ずる '['~-:ffl をノンタ ネyト上で，Uこ交信した cことを1吋不し

ι し』るが、これは名~，~~5~;U1=t (1)危険がE、たされるかJJかという問題とは.11';院も?、だ

ろう o 1J:1止で、比 1'ì;';o(土インターネヅ ß) 寸「舟について主主主長性~~;~ t~ :./えっ母

首円借当1"'J;t帯を阪和する恨拠:.:亡、 7ンタ 千 y ト1"，7) "1吉報がfL~ し Ifu 頼1'1

いJ か1:J~ てし、なし、、ことをヂ勺7 て" 'る c しかし、 f'<に.::/ターィ、におけるも~J

+11の{円相作が悦いと 1〆1も このーとからただ九に科診:ifl:~員の危検怜が;r?，:-.:? 

れるもので(土なく、少な¥ともイシター不ソト lの書己込み接見た ifが川l古省

グ〉名誉設7日l円支現グ】イご頼件全疑 j:r:こ炉まで之'Z;::~: "j'--るのがを当であ"う そ

の寄，+ご、お乙審刀;イシタ」ネット 1J')情}!zにつ vもで l 常生前にはi戸新作 75<~}主

ぃ1，0) 乙':~:， J!I めレフメ J る↑古司iてあぺても、 ぞれや I*t:~ する?としては、日く什1

も ~r~ もな 1 イ白'"であると認~ri主ずる >1よ|現んなし、 0) ごあり、むしろその'I'~ 恨の '1'

にも也分かの貞実が品、ま札ているの亡はないかと芳えるのが辺市.'('IJるムし

て、-1./ターネソトにお¥-Jる%でLq婦の;社役往を他の町村、におけるをれとl司会

るものではなし Aと汁刊しているここは安当であると与えられる I

したがっふ紋古一者に '~k瓦の}えよ沿いj能性」があるこ L や、発三がイシタ

ネ t 上上ぐなされたこと l土タ!誉政弘行為におけιt日象的 f:}~険の充生を ι、Eする

には足りな ν とし aうべきである

3) nlの-うな、第→話が11<'地Lトエ忠われる立地(:r止異なり、 対抗吾詫ー

を l危険引':z.'!--;' (l)悦，10から肯定する見解がある。 l士1+九idi:訟 では被合 1j~二

比百起を要:j:、1ても六二巴ではない品uとし ζ、ね7寺1「がぶ予三和の党百争 :s5汗〆た

主君f、古':!f 了られお )'1 、このようなナ荷í~{ (-.~-(土波L-長によるleJ史的り|託けがあ〆"l> 

〉して、加害者の名古里史民れおの主以イ平ない L構成 ;~g ，!é; 設"，'↑?を|且;Í，I;する余地

があると， J うのじあるよiいまた、「白 C-'(/)烹刷、亡 ~r'JI-(?) J4!iにiffF川人み、かつ u

ついて述べたものう ~t:かではないが、伎z-苫に l 反ょの l 際会』カャえられる

からといぺて、名誉 ~i~ 投j"する史子弓による 11 会的司令ジ〉氏下の危検怜がなくな

るわけでもな J'し、遠法性がヰくなるわけではなv土 とするものとして、九木

片夫「イ Lタ ト y ト「の名古故当〉フライパン校古J ;);:1:干のひろば:JS ，~fì

号 f，200り午 35民 1

l ノ]三井善rこ「インタ ネソ卜とキ'IE'~っし、党つ 1W)~ ，~ JI叫手伝ジべ サルl!j号

':~l ì( )9年 J ム 2:;:r

!と;3l LiJ:G1 :j・:210)210
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V、に挑発びJな::lJ尭走行 Jている仁つな場合、れ答者I，f: (-1主て了?で古を同意してい

るわけではないが)牧誉侵宥;こっし h てある程度山主検を引きうをけていると司る

こと 4 不当な見方にはなく、そのよ λ なjJ>:守は、被庁人の o;_-:~Ji~行為グ) ，構成要

件み当;主ではなく) --;~j'た性刊l附当たって l' ~j ど培、;二倍する J ，~円、う見解も日め

る七「対ゎL言論 I ，_~、名誉4T声は更などj 言説ご口ィtf.-ずるこエカ￡可能寸ある t

vミう!B泣に;111え一、')，1与な対日常の1去に口らの脊μ、で人った以上:二、:Y，営立Hi:a':;
なL1j学がなちれても、円:.....，rJ)発三に対するjぇ苧にじ 亡な3三才'1二地今には対抗言

論て応ずるこ jをづ Iき長けどものiして判官取引の遣しI、::1JIl如を認める己い斗

考え 5"(-もあると必、「士Jiie口論 I/;~' 1"危険引受け lとの河係で市 l去上σ)，>~1与

件を(，するか百刀、古一内訳となるハ

!lljiJにおける 危険'JI乏，:y-J 乙は、被済計が危険を145出!ていたlむかiJ、わ

らγ、結栄lよ発lL ないと思 η て r~l:知子ぜを与ら νλ、ところ、結果が発f ザ λ、

j)~j 合:、f:\険:ニ i主つ 1.. ，f:二被育者約快 Fさを欠1..，f:二千三位がf九の違法刊を宇J羽ず

之】のではな v かと -J-Zl同誌である。二の土車内については、 1-{1;被害者カ hおの

危険什 ζ 共に特定の構成長1'1 的結立、の可能けを元^~ I二泌読して， 'ること、 C~被

古者にそれを認識.~41而 J与令 ~Ë力がty+.正L、意思決定の吉市が間保されてい

たこと、被宵占 lr"<!-， などとも f お認と IcJ 程震LJJe上 l 結思 )S~に刻してぽ惚R~

な}2~I支を小したこと J じ):1要件を ~'pもたしといる時に 1 危険71.;乞んを認めるも

のが各政で為る… そしどこわ場Ú~-~-(土、行為ζ:土乱lJ 以::)，~- !./てよけ日比サでほな

〈f!?防L守に阿わ)/~ r♂される H

2 壱ILL寿 r;;Ì'、ノ:~_ ß) i; 守政T円、こ住町よ伏 i 氏デ J ミサ --G ，~S号 (20{ 出ι iH

員、 |μJ，{シターネ yトト[つ?主将技指」ジ;J.: Jスト土台T'I.平成'20年l主主要判例
解説 (20日告(:- 18D日戸

1 訂正f 可j抱(住 l)8U頁

ム ~_-1子殺I"Jtttて品の f，;:r者引受けについて l 刑法松r ，}，，t5守宅ワ号 ¥2006年; 23~- 礼

子{、 1ii俣)伐彦 l込失)1)1おける庁|訪のち|党11，早稲出辺、ザリを2号(j日当7令"1
46真。む，'.とも、設予￥与が i危険ギト引きそLナていたーと JJ去九itゐ場f干の犯罪

0) TiX:否iつ二;ょ介且がZAかしており 段f.!;~者の自己谷t，'tfこをtR担2(_セ「に71
長イ、成立を導く学説もある ーなものi:~亡、「拡害す「が、汗}え、そのが日首

位が氏く、また、拍象的ノユものではあっても、結::K)c!J _ (1) 11]捻引をdJ品 fお

り、?れにもかかわ与す .1度目々のd古守、により、自由に、イグ〉危険に!寸志 lたJ

といえる場合には禄有苔のわJ0'の法理全世Jじするにことが可段でめると丹干し、IJ巳

~Lì:j、 ('::1 U .~i_ゆ )209 13321 



判所:u肝ヲぃ

この要件を弓，jJ亙t:~， t" 同台、「対抗己 ~rr~ を「危険日|そ t むの埋誌に仁っ C

」当イ七する lことは'ffJ誌で去る古 「危険引受け の 3日れをタ1誉致松の事問}こ

当とはめごみると、'(中ょ害者が読日市を jる'1'亡、 名:了i幻自\~討誇. '1'1詩〆?げをし「

ゐ危険性 ;y完全にR16員l..ごしるこ~、沼健戸主が議誌においてずI 営 ntn や日c1，

i1t 中{与を受ける危険性の百怖を判断する能力を有してい九 1'-('、伯作.t;，思】こ

よって試論に2安心 lした二と、三:この状況トご、 l'営}:(初やdir誇 ~.f.ll~ という j 古

来事去牛に立す!て、主;害夕刊、也、なくこも行為 ff と内科技\1 トに氏lI 来持と主 l 対~ "t 

お他出jな態度を示Lたこ}のス lさ11存，古た Lて〆7!め亡、 俊己主がれを取引の 1巳

険を引き受けとそ〉グ】レ肝「るこ〆がHJ詑;と;:-，;;;)

まず l段1;)~ ':1 1<Zけ J 0) ~Íj tj;:と L 亡、 I.T2'.Jjのふうに殺?ぞ需が法付'f;':7;0) 市::i，~

件を I I.Y，R~~t， c.. v'るごとが挙Lずられるが J芯識し C" 斗た危険fヶ0:;;;;与リアオ:'t~える私11

呆が発ノ|しと場計 Jよ、認誌を魁えとjtの危除については波苫昔のづ三:.);2認

めるニどはUJれない1: よ Jて、1if芦有がよL当な批判をそける)とを「E識して

U どち、名古投慌の計|陰性をEtF故しといなかったJ品存や、名古を致指される危

険引は泌識しずい I二としぐらr:Jρ~" .ι:3CJ3れる危険判手法目立iしマい4かった三J見

合，-1，止、従否者は 危険を引き受けてい f，~J ここにはならないのである こσ)

ヴにつき「対抗言論 J の考え/らにぶれ(芝、有三官話ノJ、そりJ:}~険十l を認識 L て、た

かJYかじかか);らず、対等なι."r';fuiの場に白出窓害 P人ったぷ卜;ま危i設を引き J会

けたとみなオというがl前になるりで、 l危険ラl'乏げ の理論との不整ケイトきた

J ている J 考えられる

続いて、 (2)v)!_t-f~にある J うに l 人;;-HL~ 帝.1 :土、被古芸がE;;由意思で議誌の

場に入"たことをili:況Lた~"-被害??の i 危険引受けを迂くものである 「危

険り1'_7: t.JJの理論も波口当のポザ七のなしと白111怠ヴ、えそのf;;:¥'1. -'r:: ftとLているが、

相主害 1í'j)~' ~ 弁当思を右Lよ Iでし 到~ :_-;'ぞか白かが疑わしい場合があるん例えば、

険引受け~:紋常者の IWJ を区別寸引〕論じ JL ものいして、対幹人刑;-)、

総論¥苓?版人(ワ008年 17，::良一過失:mに!喝して、!主除への10J忌がある IS1Li) 
む l'r'ャ為の示険性 J を汗 Jごd る F こに J て，m~!ド戒すを問却するも のこにで、

I度 I1虫干寺Jマに 4 る危険のう[乏と込:t犯処罰研修:;99"J-i)99B年 7tf" 1相
会日V羽毛名行!きか Lて遠;].、性阻j叩ジ〉ノピ象とな!')~) ;，sーという矧占か'. 危険のり|

主受け l を捉える送、円と〕て、民行.:.L:!d主 ~r支持二守による rr"r:!..険O)iJl主亡を:jJJ と
J~失POl成台JrF干iI法学ヨ究 d 巻 1 号 i， 1999 イ1'-) i15.Flc 

j7ri谷有限ム4ノ 23頁υ
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制出判例州叱

刀1F8者J戸イシタ ィ、ノト 1にさま七段4己的な菩き込みを L/:訟に、 -Ni在者が誌で

を日保するためにと:J訟子イ i に人るとい λ 状i'J~( 土、「刈}j'[~ti常 }こよればは「竹

意思 c読論のJ品に入ったと ~--I えるだゥ') 'c しかし、名主技指の芋:'j長が甚だしく、

_~J 置すれば日夜ドドI ，î% な r 営伝<.!.，~古川:~.，(;ひことやヂ)fI， I~ 、 主1な;s}'r ~二十坂L- に遭う
かもしれないが名古川筏心必要に:;n られて抗告 fíの古き ;~h:， ~:tJ L -c応酬をし
たというよ λ~;;1，，'; ri'に、被士t5-t';-斗古景品ぃぶって危険を引き J託けたと7τうこ

とは不片;Eiilでは在lミだλうか:::.(/) j， "Jに、被害者カ拘 IH立τ、に瓦づしゴJ杭

}たか向かはれとき伝主的宣Jc'1となどり事情仁よゥてJi-h-，~れ得るため 'l.j，元

己主主 i はこの点を単語主化:_，:Ì~ぎている少考えられる

また、 i市:陥什支(~.1 r!)要行との|叫罪科tlý~:，こ l 対抗7TJIJ;こは検討子べ主

同誌がある l対抗百帯主J iよ被害有)，-!ぇ王者τ能件がある場合仁i:t:¥ょ介入しない

といろ 45え主であるが、被3者がπdhをしよ場fTには殺古言力科主投おの危険

を旦けようと .. c いとものと兄られるiy上、1";l'i~ r"主を引き受と一ど l存ずるよ

とは妥当ではないにすなわち、む25 苔がi;~})!3:j員1'1-0i t ~~1に対して );z!o古を L た時

九で l危険;~1l'2t;- J よその対カヂ長 '7:~ しているのではないだろうカ J その土つ

に解す恥:玄、1"tj-yiL己誌 がその恨処を「危険ぅ|受;了 ;、lえめながら、被'"6-昔

の反論吋怒十l、すなわち被官呂町危険凶忌の γ，1恕'1'1があり、被胃 Jjが rC!.険01

J乏'i;J から :~liiし計る場合に r!J~ って TJU害者の虹」罰今平し長えると寸るのは矛円で

ある

この戸、L間足して、絞害者が名誉蚊括的な発言を;秀発L/:-;-.されゐ民合lhtミ

I ft~i告を引き交げた J もしりとして宇誉段抗的論しり違法三12 いし構成l品:刊誌当

性が:;Jl王Fされj守ると1る註f1，'_'(があるが、 危鴻を引え受けた」と百えるには

危険性が認識していなければなムなし .j、め、促戸話予誘発あるいは挑発したと

、ミうすT汚のみを取十)ii¥ ~て j是 ?);';:'l を社却するこ f には根~!I~ ヂな"

以!の」うに、「対抗 μ~:i I 1)コ存ど[を iF当1tし 当B{;;:片若手段照的表明の:持法

件改附却する見併と〕〆、被害Jfが:f， :;:;~~ S~H.lJ， (j) 危険ふヮ 1 ，手 '~z(' -r こいたとするもの

泊あるが、「対抗， ，治」と「尼崎引そ;んのi室川市は作 h 性会仇していなし!

4 ~I') に、活 I 審がインターネソ 1， 1 の 11:-'叫における~実性の~;:a=; についえ

l徒主な資料・机拠ド出ら(て相当のJ!i!rllがあるとき i は犯界的改立がなく、

べ司、)1 有持:

~Lì:j、 ('::1 U . ~i_J7) 207 IJ3~ 1 
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訟で投31A!日記-(rL ないーよ宇品主司故 I;:U日\4 céf の宇lJ i':;~の:tt浮から 抽不

事実が~.;~でな c' 乙ことをJ:il i)ながム元信したか、あるいは、イシタ スソ!の

恒人利用苔に対 I~T要ぶされる水準を尚たす詞吾1;-1']わ :~Cえかどうウf在かめ

なν、で発情 vたといえる Jきにはじ的てH与]=lC::附擬ずる」こし与基準に続手じず

父きごあ ω 〉判示されたこ~~こ.'-)'，'仁会干の検討を加えゐ

刑法つ30条の 2~，二 l 公共 (1)れ士(こ|叫ずる事実に係リ、かう、その目的が専ら

公訴す1:':司ることにあッたと12めるi詰J1にl士、アf主この点?ff合判断し、兵ヌごめる

こ}ぴ〉証明1)ありたときは これタ罰しなし、」己規正Lており 不条ドおけゐ

「言1し仕1.'，I レしhλizログ)1'去(r;;円十為:..:.~:)し λ て、 市;ι:ュ処言¥jl羽山ゴマ1::~凡 1 寸ム違法

件 ~flエリ事由江口こ大 1;IJ さ才しるぐそ"\--g:安牲に詐{1~:があコた場行!こ点、 1 !官宅

な資料・根拠仁mt同 lj.c相当(f)7;中があると主;は犯罪グ)投岩がなく、 :s行、2そ

花リγよ);'1:すしなしりとするIIR泊パペイiの判例の結lL?を立持Lながら、 介且はfJL:;:;

i1';'b~の丘三ヱ:ニ鈷二兵論19 ， J見失論刊・違J去論りの つに分かれて刻iLL亡いる

ν 〉わゆる「真実性の~~，~'f，;_;ごついといずれのアブロ ヂを係るべ主プト、真て

性が証明出となカった場1γ::l相当のJ:'IilllJの有却に上っ1免主主れるかp-fiO訟

を干ljiliiずる〆いうた準が安当であるか〉いう;日12乏の考察は到布引をすよ、ここで

l土J〆タ ィ、 二上で f七誉投下H行為が]われにことが従 ~fの品、千を干n:f:1するtH
f氾たり件るかとし aう下とに民山を---，とる

治l事i止インターホノ!-の百前における 椴11、Jな反論可児刊と惰特に礼ヲ

坂戸司J主 l 点主主十干の五iJI~~~， J 日間外之 ，:，: 1淳 子r:1(]L:~'、(編ノョm 伐の争ん

(第 :ihft)~ (f.斐問・二\l (ìO汗，;日。百、丸山狩た「名古投損~jl-~;おけ品、兵d土;

什(乃 ~jHむの抜\，) '1、ffI中総和ほか<'Í\在)訴判救符と:tlj 宇 liJ 法ぴ77よ~:ili

1忠夫元 11持祝賀日立芹山I}tャ ~OCC/f) ~)Hì只l、井出良 'I'J;去各品討

論 r，l，l，~:主義シ iノーズ 21 15ム主主・ 2:;C~;年 :1 /'1:¥1'ミ

がた行 ;ijj耳(コァ:3!165到、 uAJ ヘ 1γ! をまnf(i.~~日。おける事実証明J H吋IJ

Jム持論:~G請巴 丈亡7 ・ :~(γ灼年ノ:1 1:)父頁なと Jffi~Jt

叶弘正、ド 「申..王各論(イ':~J 第 3 片足，~栴，有 317i有・つ002 午) 1 S4民、

関川i-';-;; ，;，4，耳、"主持J弓(;-i':4ノ自4日
).，-c衣・苅

~，.I 丙F オ'ÍJ i~; (;~.3) 113 点、 IIILI王宮刑H~各論 L有吉Pt~ . ZIlOS年}

;日ー l/l(;-~.

1 人谷 前椙 u土:)) 167---16ぉ買なム i:.:r:法r"町名誉設相法論j に某っくもの
とi，Tf::['.，イョ fR巡の日出とれ令手段犯罪J法律のひんぱ刊王寺刊号 (1993イ}
以2支U

!と;3;) LiJ:Gl :j ':206) 206 
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るf

てもよい特段の事情がある場合には、 'J商示した事実が史実でないことを知 i)

ながら発わしたか、インターネァトの個人利用者に対して要求される水準を渦

たす調査を行わず真実かどうか伴かめないで発信したといえるときにはじめて

岡県に間援するのが相当である」と判断しているυ しかしながら、被害者に')ぇ

論を以求しても不当ではない事情」があったとしても、被't-:~ が tl ~(Q!H日的発

面に対して J丈際にlメ論L、それが功を奏Lた場合でなければ名誉が段損される

危険性を台疋するには)J:!.りず、情械の信頼性が低いものと受け11められている

インターネァ!上「名誉投損的交百が1Jわれたとしても、当該花百の閲賞者が

その内容を虚偽であると判断するとはιずしもえない。確かに、新聞や雑誌
などの媒体において情報を光信するのは記計千ジペーナリストといった報道平

表引を職業とする者であるため、 定科度。〕収材や裏付けに基づいた軒頼性同

点る情報を発信しているように 般的には受け11められているだろう。よって、

誌でも情報を発自 l出来るインタ)ネットは新聞等に比してい頼性が低いように

そけ 11められるのも全く根拠のないことではないと出われるつしかし、インター

不 yトが!ムく普及するに有Lっし専門的知識を持九、 定以卜の恨拠に焦づい

た情報を光信する能力のある何人利肘者がイ〆ターネット上で事実を摘不する

こともあり得るため、インターネット卜の情報を 律に{ij頼性が低いものと解

することは山来な1.-¥， したがって、 l被台占的反論可能性」も、守古言』具体がイ

ンターネ yトであることも、被害者の名誉を侵害する危険性を減少させる要因

とはなり得ないわ

また、発面媒体の相違によって11'丈証明のJt準を緩和させるという考え方は

安当であるか。 tl ~(Q!H日的発行が行われた発， ，媒体が新聞や週刊誌であっても

インターネットであっごも、 1，為者が公然と事実を摘不したことによっ亡、被

会者。〉名ti'が侵3される危険が発/1するという閃果関係に変わりはないコ加え

て、インタ ネyトで情報を発信Lた場合は他の媒体を刷いた場合に比して名

を伝合の危険性が低いと解する理由はなく、インタ ネットが広〈古止してい

る現状ごは名誉殴紺[円表現を不特定多数の計が周監するため、被害:r;の社会的

許怖が低卜する危険性はむしろJ広大するのではないかとも与えられる。した

がって、インターネット上で情報が交信された場合に事実証明に求められる基

準を緩和することによって、免責の範阿をJ広大することに合理性はない

北法61(1・2凶)20， r3361 
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5 本{牛第 l審はインタ ネットトにおける名古蚊損に対L-c肌コド半IJ決を下し
た初めての事例であり、明不してはいないが「対抗言論」の論理を刑事の名誉

主主損拝に存入している山で論争誘発的なものであるレ本件前l審は「対抗己論」

の論理かII'Ji主体系上どのように位置づけられるのかということについてo止せ
ず、第2審も「被害者の以前可能性」が名誉段損罪の成否にどのような影響を

及ぼ寸のかということについては判断していないため、 I，'J抗"論」の論理と
名誉投煩界との関係については今絞の判例の動|りを追う必要があるだろう υ こ

のように、本件では第I詐が「彼古語の反論可能性」を根拠としてインタ ネッ

トにおける名誉殴桜行為に刻して刺しい免責基準を提示したのに対して、第 2

審は「被会者の反必UJ能性」そのものを事実の側出から否定するという品理と

なっている 「被害者の以論可能作」が存在よると Lても、被害者の名誉が侵

さされる危険性を否定する根拠とはならないのは 3(2)と4で述べたi也りである

ため、名誉J1~tM 1- j 為がインターネ y ト上でなされた場合の免責の慕準を従来の

ものより級相ずることに合理性はなし」したがって、市2審の干IJ不が結論にお

いて安当であると考えられるバ

※ nt~稿後、本判決の許釈として、指門優・速報判例併以 vol.6 (2010年 H本

許i荷主十) 183頁以下、緒方あゆみ・同志干十法学339せ (2010年)153頁以下、

i住所共寛 ・ NBL91S号 (2町)9~二) 55良以|に按したバ

また、本判決後、被告人が卜告したため、平成22年3月1;)日に最古裁第 小

法廷決定が山された

最古裁は「インター不ソトの↑同人利用者による衣現1，為の場合におし冶ても、

他的場台と|叶悌に、行為者が摘示した事実を真実であると b切言したことにつ

いて、確実な資料、根拠に照らし亡相当のr甲府があると認められるときに限

り、名 EtE立損坪は~1!:しないものと解するのが相当であって、より緩やかな

世件で|可罪の成立を内疋ずべきものとは肝きれなしV と判示し、!且判決を維

持した(占主的裁 HP.hllp:/川 ww.courts.go.jp/同 ikosai/を参l出)。

r3371 北法61U '204)訊)4


